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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十

二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
型
自
動
二
輪
車
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
（
以
下
「
普
通
二
輪
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、

定
格
出
力
が
二
〇
・
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
有
す
る
大
型
自
動
二
輪
車
（
以
下
「
電
動
大
型
自
動
二
輪
車
」

と
い
う
。
）
の
運
転
に
従
事
し
て
い
る
者
（
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
電
動
大
型
自
動

二
輪
車
の
運
転
に
従
事
し
て
い
た
者
で
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
当
該
免
許
の
効
力
を
停
止
さ
れ
て
い
る
た
め
電
動
大

型
自
動
二
輪
車
の
運
転
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
当
該
免
許
に
つ
い
て
は
、
施

行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
以
前
に
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
（
以
下
「
大
型
二
輪
免
許
」
と
い
う
。

）
を
受
け
た
者
（
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
大
型
二
輪
免
許
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
運
転
免
許
を

受
け
た
日
）
ま
で
の
間
は
、
電
動
大
型
自
動
二
輪
車
の
運
転
に
従
事
す
る
場
合
に
限
り
、
大
型
二
輪
免
許
と
み
な
す
。
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３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
普
通
二
輪
免
許
を
受
け

て
お
り
、
か
つ
、
電
動
大
型
自
動
二
輪
車
の
運
転
に
従
事
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条

第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
交
通
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
行
う
運
転
免
許
試
験
に
お
い
て
電
動
大
型
自
動
二
輪
車
を
使
用
し
て
大
型
二
輪
免
許
の
運
転
免
許
試
験
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

４

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
大
型
二
輪
免
許
を
与
え
る
と
き
は
、
そ
の

者
が
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
型
自
動
二
輪
車
の
種
類
を
電
動
大
型
自
動
二
輪
車
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
る
限
定
は
、
法
の
規
定
（
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
限

定
と
み
な
す
。

６

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
普
通
二
輪
免
許
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
電
動
大
型
自
動
二
輪
車
の
運
転
に
従
事
し
て
い
る

者
で
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
二
輪
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
と
さ
れ

、
及
び
大
型
二
輪
免
許
の
運
転
免
許
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
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か
わ
ら
ず
、
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
大
型
二
輪
免
許
の
運
転
免
許
試
験
を
受
け
、
か
つ
、
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

限
定
が
付
さ
れ
た
大
型
二
輪
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
二
輪
免
許
の
運
転
免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に

電
動
大
型
自
動
二
輪
車
の
運
転
に
従
事
し
て
い
る
者
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
新
府
令
別
記
様
式
第

十
二
の
運
転
免
許
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
運
転
免
許
に
付
さ
れ
て
い
る
条
件
の
う
ち
、
運
転
す
る
こ
と

が
で
き
る
大
型
自
動
二
輪
車
及
び
普
通
自
動
二
輪
車
を
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
・
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
ク
ラ
ッ
チ
の

操
作
を
要
し
な
い
機
構
（
以
下
「
Ａ
Ｔ
機
構
」
と
い
う
。
）
が
と
ら
れ
て
お
り
ク
ラ
ッ
チ
の
操
作
装
置
を
有
し
な
い
大
型
自

動
二
輪
車
（
総
排
気
量
〇
・
六
五
〇
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
普
通
自
動
二
輪
車
に
限
る
こ
と
と
す
る
も
の

は
、
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
型
自
動
二
輪
車
及
び
普
通
自
動
二
輪
車
を
Ａ
Ｔ
機
構
が
と
ら
れ
て
お
り
ク
ラ
ッ
チ
の
操
作

装
置
を
有
し
な
い
大
型
自
動
二
輪
車
及
び
普
通
自
動
二
輪
車
に
限
る
こ
と
と
す
る
も
の
と
み
な
す
。

９

当
分
の
間
、
新
府
令
第
二
十
四
条
第
六
項
の
表
大
型
二
輪
免
許
の
項
中
「
大
型
自
動
二
輪
車
」
と
あ
る
の
は
、
「
大
型
自

動
二
輪
車
（
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
型
自
動
二
輪
車
及
び
普
通
自
動
二
輪
車
を
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
・
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
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ョ
ン
そ
の
他
の
ク
ラ
ッ
チ
の
操
作
を
要
し
な
い
機
構
が
と
ら
れ
て
お
り
ク
ラ
ッ
チ
の
操
作
装
置
を
有
し
な
い
大
型
自
動
二
輪

車
及
び
普
通
自
動
二
輪
車
に
限
る
大
型
二
輪
免
許
に
あ
つ
て
は
、
総
排
気
量
〇
・
六
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
）
」
と
す

る
。こ

の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
違
反
行
為
に
付
す
る
点
数
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

10

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

11

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
反
則
行
為
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

12
（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

運
転
免
許
証
再
交
付
申
請
書
及
び
運
転
経
歴
証
明
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
府
令
別
記
様
式
第
十
七
及
び
別
記
様
式
第

13
十
九
の
三
の
十
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


